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令和４年度都道府県単位保険料率 令和4年1月14日 令和３年度第4回熊本支部評議会 資料1

令和４年度（%） 令和３年度（%） 差（%）

平均保険料率 10.00 10.00 ±0

医療給付費の平均保険料率 5.29 5.29 ±0

共通料率
（現金給費、前期高齢者納付金、後期高齢者支援金等）

4.71 4.71 ±0

熊本支部の保険料率 10.45 10.29 0.16

医療給付費分の都道府県単位保険料率（調整後） 5.69 5.60 0.09

（年齢調整） （▲0.06） （▲0.07） （0.01）

（所得調整） （▲0.63） （▲0.66） （0.03）

共通料率
（現金給費、前期高齢者納付金、後期高齢者支援金等）

4.71 4.71 ±0

前々年度清算分 0.08 0.03 0.05

インセンティブ分 ▲0.037 ▲0.033 ▲0.004

＜前々年度清算分（＝令和２年度清算分）＞

① 平均保険料率10%をもとに令和２年度の収支を予測し、都道府県単位の保険料率を決定（熊本支部10.33%）
② 令和２年度決算において協会けんぽの収支差は、6,183億円の黒字
③ この収支差（6,183億円）を47支部で按分した場合の熊本支部の収支差は87億8700万円
④ 熊本支部の実際の収支差は、76億9400万円
⑤ 「実際の収支差」（④）が「按分した収支差」（③）を下回った場合、見込みの収支差に満たなかったことになるため、その差額を
令和4年度保険料で清算する

黒字額が10億930万円不足（87億8700万円－76億9400万円）→ 令和4年度保険料で清算 → 保険料率0.08%に相当

資料２参照

資料３参照

下記参照

※端数表示の関係上、前年差の合計は一致しません
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令和４年度平均保険料率に関する論点①

第113回運営委員会
資料1-1
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令和４年度平均保険料率に関する論点②

第113回運営委員会
資料1-1
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熊本支部評議会における主な意見

開催日：令和3年10月15日

 廃業する事業所が増えることも協会の財政上の大きなリスクとなる。当面は10％を維持すべき。

 新型コロナの影響により業態によっては大きなダメージを受けている。数年後も事業が継続できているかどうか不透

明な今の状況において、下げられる時は下げるべき。

 平均保険料率10％を維持しつつ、健康づくりをより一層推進していくべき。また、国庫補助率の引き上げについて

国への要望を行っていただきたい。

 中長期的な視点から１０％維持を支持する。賃金アップに向けた施策も重要と思われる。

 今後の見通しで収支マイナスになることが分かっているのであれば次の世代にツケを回さないためにも、準備金が減

少していく前に保険料率引き上げについても議論を開始すべき。
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令和４年度保険料率に関するこれまでの主な運営委員の意見
第113回運営委員会

資料1-1
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令和４年度保険料率に関するこれまでの主な運営委員の意見
第113回運営委員会

資料1-1
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令和４年度の保険料率について（各支部評議会における主な意見）
第113回運営委員会

資料1-1
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令和４年度政府予算案を踏まえた収支見込み（医療分）
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令和４年度都道府県単位保険料率に関する資料（暫定版）

令和４年度都道府県単位保険料率における保険料率別の支部数（暫定版）

23 24

令和４年度都道府県単位保険料率における保険料率別の支部数（暫定版）

保険料率（%） 支部数

9.99 1

9.96 2

9.95 1

9.94 1

9.93 1

9.91 2

9.90 1

9.89 1

9.85 1

9.83 1

9.82 1

9.81 1

9.77 1

9.76 1

9.75 1

9.73 1

9.71 1

9.67 1

9.66 1

9.65 1

9.61 1

9.51 1

保険料率（%） 支部数

11.00 1

10.65 1

10.52 1

10.47 1

10.45 1

10.43 1

10.39 1

10.35 1

10.34 1

10.30 1

10.27 1

10.26 1

10.25 1

10.22 1

10.21 1

10.18 2

10.15 1

10.14 1

10.13 1

10.09 2

10.03 1

令和3年度保険料率
からの変化分 支部数

料率（％） 金額（円）

＋0.32 ＋480 2

＋0.31 ＋465 1

＋0.29 ＋435 1

＋0.22 ＋330 1

＋0.21 ＋315 1

＋0.17 ＋255 2

＋0.16 ＋240 1

＋0.14 ＋210 2

＋0.13 ＋195 1

＋0.11 ＋165 1

＋0.10 ＋150 1

＋0.07 ＋105 4

＋0.06 ＋ 90 1

＋0.05 ＋ 75 2

＋0.04 ＋ 60 1

＋0.03 ＋ 45 3

＋0.02 ＋ 30 2

＋0.01 ＋ 15 2

▲0.01 ▲ 15 2

▲0.02 ▲ 30 1

▲0.03 ▲ 45 3

▲0.04 ▲ 60 3

▲0.06 ▲ 90 1

▲0.07 ▲105 2

▲0.09 ▲135 1

▲0.11 ▲165 2

▲0.13 ▲195 1

▲0.14 ▲210 1

▲0.22 ▲330 1

注１．「＋」は令和4年度保険料率が令和3年度よりも上がったことを、
「▲」は下がったことを示している。

２．金額は、標準報酬月額30万円の者に係る保険料負担
（月額、労使折半後）の増減である。

29
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令和４年度 政府予算案を踏まえた収支見込み（介護分）
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熊本支部保険料率の推移

一般被保険者 任意継続被保険者
平均

健康保険料率
熊本支部

健康保険料率
前年度増減 ｲﾝｾﾝﾃｨﾌﾞ 介護保険料率

平成21年９月分から
（都道府県単位保険料率へ移行）

平成21年10月分から ８．２０％ ８．２３％ ＋0.03％ －
～H21.2 1.13%
H21.3～1.19%

平成22年３月分から 平成22年４月分から ９．３４％ ９．３７％ ＋1.14％ － １．５０％

平成23年３月分から 平成23年４月分から ９．５０％ ９．５５％ ＋0.18％ － １．５１％

平成24年３月分から 平成24年４月分から １０．００％ １０．０７％ ＋0.52％ － １．５５％

平成25年３月分から 平成25年４月分から １０．００％ １０．０７％ ±0 － １．５５％

平成26年３月分から 平成26年４月分から １０．００％ １０．０７％ ±0 － １．７２％

平成27年４月分から 平成27年５月分から １０．００％ １０．０９％ ＋0.02％ － １．５８％

平成28年３月分から 平成28年４月分から １０．００％ １０．１０％ ＋0.01％ － １．５８％

平成29年３月分から 平成29年４月分から １０．００％ １０．１４％ ＋0.04％ － １．６５％

平成30年３月分から 平成30年４月分から １０．００％ １０．１３％ ▲0.01％ － １．５７％

平成31年３月分から 平成31年４月分から １０．００％ １０．１８％ ＋0.05％ － １．７３％

令和２年３月分から 令和２年４月分から １０．００％ １０．３３％ ＋0.15％ ▲0.013％ １．７９％

令和３年３月分から 令和３年４月分から １０．００％ １０．２９％ ▲0.04％ ▲0.033％ １．８０％

令和４年３月分から 令和４年４月分から １０．００％ １０．４５％ +0.16％ ▲0.037％ １．６４％

据
え
置
き
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令和４年度保険料率改定に係る広報スケジュール


